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幸手市地産地消ＳＤＧｓ物価高騰対策事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている市

内の農業者及び企業等を支援するため、幸手市地産地消ＳＤＧｓ取組宣言登録制

度実施要綱（令和５年幸手市告示第１６９号。以下「実施要綱」という。）第２

条第４号に定める登録企業等（以下「登録企業」という。）に対し、予算の範囲

内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。 

２ 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則（昭和５

４年幸手町規則第８号）及び実施要綱に定めるもののほか、この告示の定めると

ころによる。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 有機栽培米 有機農産物の日本農林規格（平成１７年農林水産省告示第１６

０５号）に定められた取組水準の有機農業（化学的に合成された肥料及び農薬

を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農

業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて

行われる農業）により栽培された米をいう。 

(2) 特別栽培米 自然環境にやさしい農法で栽培される埼玉県特別栽培農産物

認証要綱（平成１６年２月２３日農林部長決裁）に基づく認証を受けた米をい

う。 

(3) 慣行栽培米 前２号に規定する米を除く、主食用として栽培された米をいう。 

（交付対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「交付対象者」という。）は、

市内で生産された米を使用することを宣言する登録企業又はその登録企業が委託

契約を締結する事業者とする。 

（補助対象期間） 

第４条 補助金の交付の対象となる期間は、実施要綱第４条の規定により幸手市地
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産地消ＳＤＧｓ取組宣言登録証の交付を受けた日の翌日以降であって、次の各号

に定めるとおりとする。 

(1) 令和７年度 令和７年４月１日から令和８年２月２８日までとする。 

(2) 令和８年度 令和８年３月１日から令和９年２月２８日までとする。 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の対象となる経費は、市内で生産された有機栽培米（以下「幸手産

有機栽培米」という。）、特別栽培米（以下「幸手産特別栽培米」という。）又

は慣行栽培米（以下「幸手産慣行栽培米」という。）の購入経費とする。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(1) 幸手産有機栽培米の購入量１kg当たり３００円を乗じて得た額 

(2) 幸手産特別栽培米の購入量１kg当たり１５０円を乗じて得た額 

(3) 幸手産慣行栽培米の購入量１kg当たり１００円を乗じて得た額又は３００，

０００円のいずれか低い額 

２ 補助金額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとす

る。 

（補助金の申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする交付対象者（以下「申請者」という。）は、

毎年度２月末日までに、幸手市地産地消ＳＤＧｓ物価高騰対策事業補助金交付申

請書兼請求書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければな

らない。 

(1) 幸手産米購入経費内訳書（様式第２号） 

(2) 幸手産米の購入量が確認できる領収書等の写し 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定及び通知）  

第８条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要

な調査を行い、補助金を交付することが適当と認めたときは、幸手市地産地消Ｓ

ＤＧｓ物価高騰対策事業補助金交付決定通知書（様式第３号）により申請者に通

知するものとする。 
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（補助金の返還） 

第９条 市長は、前条の交付決定通知書により補助金の交付決定を受けた者（以下

「交付決定者」という。）が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補

助金の全部又は一部を返還させることができる。 

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2) 前号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。 

（調査等） 

第１０条 市長は、補助事業の適正な執行を期するため、必要と認めるときは、交

付決定者に対し、調査等を行うことができる。 

（その他） 

第１１条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

（この告示の失効） 

２ この告示は、令和９年５月３１日限り、その効力を失う。ただし、補助金の交

付を受けた者に係る第９条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有す

る。 

 


